
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





 

 

はじめに 

 我が国の自殺者数は平成 15年の 34,427人をピークとし

て、コロナ禍以前の令和元年まで自殺者数は減少しており、平

成 18年に成立した自殺対策基本法以降の取り組みには一定の

取り組みがあったと考えられます。しかし、依然として全国の

自殺者は毎年 2万人を超える水準で推移し、更にコロナ禍の影

響で自殺の要因となる様々な問題が悪化したことなどにより増

加に転じ、令和 4年には子ども・若者の自殺は過去最多の水準となっています。コロナ禍で顕在

化した孤独・孤立の問題は、今後、単身世帯や単身高齢世帯の増加が見込まれ、深刻化が懸念さ

れることから、国会では、令和５年５月に孤独・孤立対策推進法が成立し、本年４月１日から施

行となるところです。本市においても、新たな課題に対応する対策の強化が求められています。 

 自殺は、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などの様々な要因が複雑に絡み合

い、心理的に追い込まれた末の結果です。そして、残された家族、友人等の少なくとも６人の方

が、人生が変わるほどの衝撃を受けると言われています。また、自殺者一人に対して、自殺未遂

者はその 10倍、自殺したいと考えている人は自殺未遂者の 10倍いると言われています。そのた

め、自殺は特定の人の限られた問題ではなく、誰もが「当事者」になり得る身近な問題です。自

殺を個人の問題だけで終わらせずに、社会的問題と捉えて、セーフティーネットの網の目を細か

くし、自殺を「予防」できる体制を整えていくことが必要です。 

本市においては、平成 31年に「いのちを支える常総プラン」を策定いたしましたが、過去５

年間（平成 30年から令和４年）の自殺者数は 49名となっており、策定時と変わらず、年に 10

名前後の方々が命を落としている状況です。それを踏まえつつ、本市では「いのちを支える常総

プラン」改定のため、本市にお住まいの 13歳以上の方から 2,000人を無作為に抽出してアンケ

ート調査を実施しました。その結果、自殺に対する現状の認知度は増加傾向にあり、「知ってい

た」が約 60％となりました。一方で自殺対策については認知度が低い状態であり、「当事者」に

なった際、適切に行動できるよう、自殺対策の普及啓発活動が課題となります。 

 自殺を社会的な問題としても捉え、市民の皆さまとともに問題意識を共有し、保健・医療・福

祉・教育・警察・民間団体など様々な分野の機関と連携を図りながら「誰も自殺に追い込まれる

ことのない常総市」の実現を目指していきます。そして、市民一人一人がかけがえのない「いの

ち」を大切にし、誰もが生きがいを持てるまちづくりを進めるためにも「いのちを支える常総プ

ラン」を策定いたします。 

最後に、本計画策定にあたり、ご協力をいただきました市民の皆さま、関係団体の皆さまに深

く感謝申し上げます。 

令和６年３月 

常総市長 神 達 岳 志 
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第１章 計画策定について 

１ 計画策定の趣旨 

我が国は、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向けて、自殺対策を一層効果的に推進す

るために、自殺対策基本法を２０１６(平成 28)年に改正しました。それにより、すべての都道府県・市町村

が自殺対策計画を策定することが義務付けられました。また、2017（平成 29）年には自殺総合対策大綱

も見直され、地域レベルの実践的な取り組みの推進や、子ども・若者・勤務問題に対する自殺対策の更な

る推進が新たに加えられました。これらの取り組みの結果、自殺者数は減少し、2019（令和元）年には年

間自殺者数が 20,169 人にまで減少しました。 

しかしながら、2020（令和 2）年には自殺者数が 11年ぶりに増加に転じ、前年と比較して 912人増加

の 21,081人となりました。また、2022（令和 4）年は 21,881人と微増となっています。男女別の内訳を

みると、男性は減少傾向にある一方で、女性が増加傾向にあります。この背景として、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大等により、経済・生活問題や勤務問題等の自殺の要因になりうる問題が悪化したこと

などが指摘されています。 

このような状況において、国は、自殺総合対策大綱を 2022（令和 4）年に見直しました。子ども・若者

の自殺対策の更なる推進や、女性に対する支援の強化、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ

た対策の推進のほか、社会全体の自殺リスクを低下させるための相談体制の充実、相談窓口や情報のわ

かりやすい発信、居場所づくりの推進、職場におけるメンタルヘルス対策の推進や長時間労働の是正等、

幅広い総合的な対策を打ち出しています。 

また、2023（令和 5）年 4月に開設されたこども家庭庁においては、同年 5月に「こどもの自殺対策緊

急強化プラン」が示され、こどもの自殺の要因分析や、自殺リスクの早期発見、電話・SNS 等を活用した

相談体制の整備のほか、遺されたこどもへの支援等の取り組みを進めていくことが示されました。加えて、

2024（令和 6）年 4 月に「孤独・孤立対策推進法」や「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」

が施行されます。 

 

本市においては、2019（平成３１）年に「いのちを支える常総プラン（常総市自殺対策計画）」を策定しま

した。各種の統計データの解析結果等に基づきながら、地域におけるネットワークの強化、ゲートキーパー

の養成、普及啓発の推進、相談支援体制の強化を行ってきました。この度、本市の過去の取り組みの成果

や課題を踏まえながら、国の新しい制度の動向や、新型コロナウイルス感染症等により顕在化した心理

的・社会的な課題を考慮し、更なる自殺対策の推進を図ることを目的として、「第 2 期いのちを支える常

総プラン」を策定することとしました。 
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２ 計画の位置づけ 

本計画は、2016（平成 28）年に改正された自殺対策基本法第 13 条（都道府県自殺対策計画

等）の規定に基づき、本市の実情に応じた自殺対策の施策を策定するものです。 

本市における自殺対策を推進していくための総合的な計画であり、国の「自殺総合対策大綱」を

踏まえたものです。同時に、市の最上位計画である「じょうそう未来創生プラン」と整合性を持ち、

「健康プランじょうそう」をはじめ自殺対策に関連する他の各種計画と連携を図るものです。 

 

図表 1-1 他の計画等との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間 

本計画の期間は、2024（令和６）年度から 2028（令和 10）年度までの５年間とします。 

国の自殺総合対策大綱がおおむね 5 年に一度を目安として見直されていることから、国の動き

や自殺の実態、社会状況の変化を踏まえ、本計画も 5 年に一度、内容を見直し改定します。 
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常総市地域福祉計画 

常総市老人福祉計画 

介護保険事業計画 

常総市障がい者計画 

障がい福祉計画 障がい児福祉計画 

常総市子ども・子育て支援 

事業計画 

【国】 

自殺対策基本法 

自殺総合対策大綱 

【茨城県】 

茨城県自殺対策計画 
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４ 持続可能な開発目標（SDGｓ：Sustainable Development Goals）

との関係 

 

持続可能な開発目標（SDGs）とは、2015（平成 27）年９月の国連サミットで採択された、持続

可能な世界の実現のために 2030（令和 12）年までに世界中で取り組む国際目標です。持続可能

で多様性と包摂性のある社会を実現するための 17 のゴールから構成され、目指す未来の姿から

逆算して、未来を起点に現在の施策を考える発想を活用し、「誰一人取り残さない」ために先進国

を含めたすべての国で取り組みが進められています。 

常総市がこれまでに進めてきた取り組みは、多くの点で SDGs の理念や目標と合致することか

ら、引き続き本計画における取り組みの推進を通して SDGsの 17の目標のうち７項目の実現に貢

献していきます。 

 

SDGs の 17の目標 

 
 

【水・衛生】 
すべての人々の水と衛生

の利用可能性と持続可能

な管理を確保する。 

 
 

【持続可能な生産と消費】 
持続可能な生産消費形態を確

保する。 

 
 

【貧困】 
あらゆる場所のあらゆる

形態の貧困を終わらせ

る。 

 
 

【エネルギー】 
すべての人々の、安価かつ

信頼できる持続可能な近

代的エネルギーへのアク

セスを確保する。 

 
 

【気候変動】 
気候変動及びその影響を軽減

するための緊急対策を講じ

る。 

 
 

【飢餓】 
飢餓を終わらせ、食料安

全保障及び栄養改善を実

現し、持続可能な農業を

促進する。 

 
 

【経済成長と雇用】 
包括的かつ持続可能な経

済成長及びすべての人々

の完全かつ生産的な雇用

と働きがいのある人間ら

しい雇用（ディーセント・

ワーク）を促進する。 

 
 

【海洋資源】 
持続可能な開発のために海

洋・海洋資源を保全し、持続可

能な形で利用する。 

 
 

【保健】 
あらゆる年齢のすべての

人々の健康的な生活を確

保し、福祉を促進する。 

 
 
【インフラ・産業化、

イノベーション】 
強靭（レジリエント）なイ

ンフラ構築、包括的かつ持

続可能な産業化の促進及

びイノベーションの推進

を図る。 

 
 

【陸上資源】 
陸域生態系の保護、回復、持続

可能な利用の推進、持続可能

な森林の経営、砂漠化への対

処、並びに土地の劣化の阻止・

回復及び生物多様性の損失を

阻止する。 

 
 

【教育】 
すべての人々への包括的

かつ公正な質の高い教育

を提供し、生涯学習の機

会を促進する。 

 
 

【不平等】 
各国内および各国間の不

平等を是正する。 

 
 

【平和】 
持続可能な開発のための平和

で包括的な社会を促進し、す

べての人々に司法へのアクセ

スを提供し、あらゆるレベル

において効果的で説明責任の

ある包括的な制度を構築す

る。 

 
 

【ジェンダー】 
ジェンダー平等を達成

し、すべての女性及び女

児の能力強化を行う。 

 
 

【持続可能な都市】 
包括的で安全かつ強靭（レ

ジリエント）で持続可能な

都市及び人間居住を実現

する。 

  

【実施手段】 
持続可能な開発のための実施

手段を強化し、グローバル・パ

ートナーシップを活性化す

る。 
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第２章 自殺を取りまく状況 

１ 全国・茨城県の状況 

(1)自殺者数・自殺死亡率の推移 

●全国の自殺者数は、2013(平成 25)年の 27,283 人から減少傾向にあり、2019（令和元）年には

その後の自殺者数は増加傾向にあり、2022（令和 4）年には 21,881人となっています。 

●男性の自殺者数は、いずれの年も、女性よりも多くなっています。 

●2022（令和 4）年における女性の自殺者数は 7,135 人と、近年最も低かった 2019（令和元）年の

6,091 人と比較して 1，044 人（17％）増加しています。また、男性の自殺者数においても、2022

（令和 4）年は 14,746人と、近年最も低かった 2021（令和 3）年の 13,939人と比較して 807人

（6％）増加しています。 

 

図表 2-1 自殺者数の年次推移（全国） 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：警察庁「自殺統計」より作成 
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図表 2-2 全国及び茨城県の自殺死亡率の推移（男女別）と茨城県の全国順位 

 総数 男性 女性 

 全国 茨城県 全国 茨城県  全国 茨城県  

 自殺 

死亡率 

自殺 

死亡率 
順位 

自殺 

死亡率 

自殺 

死亡率 
順位 

自殺 

死亡率 

自殺 

死亡率 
順位 

2013(H25） 21.25 20.59 32 30.02 28.97 33 12.91 12.21 29 

2014（H26) 19.80 19.04 29 27.76 26.26 35 12.22 11.82 26 

2015（H27) 18.74 18.51 29 26.67 26.16 32 11.18 10.87 21 

2016(H28) 17.10 16.19 36 24.21 23.08 34 10.33 9.30 37 

2017(H29) 16.67 16.79 26 23.76 25.03 23 9.91 8.52 39 

2018（H30) 16.32 15.45 33 22.94 21.24 36 10.01 9.64 26 

2019（R1) 15.83 15.77 30 22.64 23.52 25 9.33 7.99 42 

2020（R2) 16.58 16.12 31 22.66 21.98 34 10.79 10.23 26 

2021（R3) 16.59 15.30 42 22.56 21.67 33 10.90 8.90 37 

2022(R4) 17.38 16.81 32 24.01 24.35 24 11.06 9.23 39 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」（警察統計 発見日・居住地）より作成 

 

●全国の自殺死亡率（人口 10 万人当たりの自殺者数）は、全体では 2013（平成 25）年の 21.25 か

ら 2019（令和元）年まで減少傾向にありましたが、それ以降横ばい、微増傾向にあります。 

●2022（令和 4）年における全国の男性の自殺死亡率は、全国の女性の自殺死亡率の 2 倍以上とな

っています。 

●茨城県の全体の自殺死亡率は、2017（平成 29）年以外は、全国平均を下回っています。 

●茨城県の男性の自殺死亡率は、2017（平成２９）年、2019（令和元）年及び 2022（令和 4 年）で、

全国平均を上回っています。 

●茨城県の女性の自殺死亡率は、全体を通して全国平均を下回っています。 

●性別でみると、2022（令和４）年における、茨城県の男性の自殺死亡率は、茨城県の女性の自殺死

亡率の 2.6倍であり、全国よりもその差は大きくなっています。 
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図表 2-3 2022（令和４）年の都道府県別自殺者数及び自殺死亡率の状況 

 

 人 率  人 率  人 率 

北海道 984 19.1 石川県 193 17.3 岡山県 296 15.9 

青森県 259 21.5 福井県 124 16.5 広島県 486 17.6 

岩手県 263 22.3 山梨県 199 24.8 山口県 205 15.6 

宮城県 428 18.8 長野県 357 17.7 徳島県 89 12.6 

秋田県 224 24.1 岐阜県 332 17.1 香川県 150 16.1 

山形県 174 16.7 静岡県 668 18.6 愛媛県 277 21.2 

福島県 380 21.2 愛知県 1,200 16.0 高知県 138 20.4 

茨城県 489 17.2 三重県 320 18.4 福岡県 878 17.2 

栃木県 367 19.2 滋賀県 267 18.9 佐賀県 144 18.0 

群馬県 378 19.8 京都府 375 14.7 長崎県 216 16.8 

埼玉県 1,247 17.0 大阪府 1,488 16.9 熊本県 319 18.6 

千葉県 994 15.9 兵庫県 947 17.5 大分県 186 16.8 

東京都 2,399 17.1 奈良県 230 17.6 宮崎県 241 22.9 

神奈川県 1,337 14.5 和歌山県 198 21.9 鹿児島県 316 20.2 

新潟県 436 20.3 鳥取県 83 15.3 沖縄県 277 18.9 

富山県 211 20.7 島根県 112 17.0 全国 21,881 17.5 

出典：警察庁「自殺統計」より作成 

 

 

 

  



9 

（2）年齢階級別の自殺者の状況 

●2022（令和 4）年における自殺死亡率を年齢階級別にみると、50歳代の 23.4が最も高く、次いで

４０歳代が 21.1、20歳代が 19.8 となっています。 

●2013（平成 25）年以降と比較すると、2022（令和４）年はいずれの年齢層も低下していますが、直

近 3年で横ばい、微増傾向にあります。 

●20 歳未満の自殺死亡率は、他年齢層よりも低いものの、微増傾向にあります。また、15～39 歳ま

での死因の 1位は「自殺」であり、若年層に対する対策は引き続き、喫緊の課題です。 

 

図表 2-4 全国の年齢階級別自殺死亡率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：令和 4 年自殺対策白書（令和 4 年のみ、「令和 4 年中における自殺の状況」（厚生労働省自殺対策推進室、

警察庁生活安全局生活安全企画課） 
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２ 常総市の状況 

（１）自殺者数と自殺死亡率の推移 

●常総市は、2013（平成 25）年が 13 人であり、2016（平成 28）年に 5 人となりましたが、再び増加

し、2022（令和４）年に 9人となっています。 

●性別でみると、2018（平成 30）年を除き、男性の自殺者数が女性の自殺者数を上回っています。 

 

 

図表 2-5 常総市の自殺者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」（警察統計 発見日・居住地）より作成 
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●自殺死亡率の総数は、2020（令和 2）年が 20.62 と直近 10 年で最も高い数値でしたが、2022

（令和４）年は 14.50 となっています。 

●性別でみると、2018（平成 30）年を除き男性が女性を上回っています。 

 

図表 2-6 常総市の自殺死亡率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」（警察統計 発見日・居住地）より作成 

 

 

 

自殺死亡率とは 

人口 10 万人あたりの自殺者数のことで、自殺率とも略されます。 

    

 

 

なお、人口が少ない町村の場合、自殺者数が１増減しただけ自殺死亡率が大きく変

動するため、単年の数値で傾向を把握することは非常に困難です。そこで、「５年間

の自殺死亡率の平均値」を使うなどの工夫が必要です。 

本市の自殺死亡率を単年の数値で表したグラフと 5 年間の平均値で表したグラフ

を比較すると、以下のような違いがあります。 

 

 

 

 

 

 

  

19.62
18.23

19.89

7.76

12.46
10.93

14.15

20.62
17.58

14.50

30.19

33.38 33.54

12.34

18.57

9.31

28.16

25.19 25.30

19.16

9.06

3.04
6.14

3.12
6.27

12.57

15.98

9.69 9.76

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2
0
1
3
（
H

25
)

2
0
1
4
（
H

2
6
)

2
0
1
5
（
H

2
7
)

2
0
1
6
（
H

2
8
)

2
0
1
7
（
H

2
9
)

2
0
1
8
（
H

3
0
)

2
0
1
9
（
R

1
)

2
0
2
0
（
R

2
)

2
0
2
1
（
R

3
)

2
0
2
2
（
R

4
)

（人口10万人対）

（人）
総数 男性 女性

コラム 

自殺者数

人口
× 100,000

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

（人口10万人対）

（人）

単年で表したグラフ 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

2013-2017 2014-2018 2015-2019 2016-2020 2017-2021 2018-2022

（人口10万人対）

（人）

５年間の平均で表したグラフ 



12 

（２）常総市の自殺者数の特徴 

●2018（平成 30）年から 2022（令和４）年の自殺者総数 49 人の内訳は、性別では、女性が 15 人

に対し、男性が 34人と約 2.3倍となっています。なお、2013（平成 25）年から 2017（平成 29）年

は男性が女性の約 4.7倍であり、その差が縮小、つまり女性の自殺者数が急増しています。 

●年齢階層別でみると、男性・女性とも 50歳代が最も多くなっています。 

 

図表 2-7 常総市の性別・年齢階層別自殺者の特徴 

 
2018 
（H30) 

2019 
（R1) 

2020 
（R2) 

2021 
（R3) 

2022 
（R4) 

合計 平均 
（参考） 

2013（H25）～
2017（H29）合計 

自殺者総数 7 9 13 11 9 49 9.8 51 

女
性 

合計 4 0 5 3 3 15 3.0 9 

～19歳 0 0 0 0 0 0 0.0 0 

20～29歳 0 0 1 0 1 2 0.4 0 

30～39歳 0 0 0 0 0 0 0.0 1 

40～49歳 0 0 0 2 0 2 0.4 1 

50～59歳 1 0 2 1 0 4 0.8 0 

60～69歳 1 0 1 0 1 3 0.6 3 

70～79歳 0 0 0 0 1 1 0.2 1 

80歳～ 2 0 1 0 0 3 0.6 3 

男
性 

合計 3 9 8 8 6 34 6.8 42 

～19歳 0 1 0 0 1 2 0.4 0 

20～29歳 0 1 0 2 2 5 1.0 6 

30～39歳 0 0 3 0 1 4 0.8 6 

40～49歳 1 1 1 0 1 4 0.8 6 

50～59歳 1 2 1 2 0 6 1.2 9 

60～69歳 1 1 2 1 0 5 1.0 10 

70～79歳 0 1 1 2 0 4 0.8 3 

80歳～ 0 2 0 1 1 4 0.8 2 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」（警察統計 発見日・居住地）より作成 

 

図表 2-8 地域の主な自殺者の特徴（2018～2022 年合計） 

自殺者の特性上位５区分 自殺者数 
(5 年計) 

割合 自殺死亡率 
(人口 10 万対) 

背景にある主な自殺の危機経路 

1 位:男性 60 歳以上 
無職同居 6 12.2% 26.1 

失業（退職）→生活苦＋介護の悩み
（疲れ）＋身体疾患→自殺 

2 位:女性 60 歳以上 
無職同居 

5 10.2% 12.4 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

3 位:男性 20～39 歳 
有職独居 

4 8.2% 78.5 

①【正規雇用】配置転換→過労→職
場の人間関係の悩み＋仕事の失敗→
うつ状態→自殺 
②【非正規雇用】（被虐待・高校中
退）非正規雇用→生活苦→借金→う
つ状態→自殺 

4 位:男性 40～59 歳 
有職同居 4 8.2% 11.5 

配置転換→過労→職場の人間関係の
悩み＋仕事の失敗→うつ状態→自殺 

5 位:男性 40～59 歳 
無職独居 

3 6.1% 532.5 失業→生活苦→借金→うつ状態→自
殺 

出典：いのち支える自殺対策推進センター（JSCPJSCP）調査研究推進部 
「地域自殺実態プロファイル 2023【茨城県常総市】」（個別集計（自殺日・住居地））より 
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（３）アンケート調査 

①調査の概要 

（ア）調査の実施目的 

本調査は、現行の「いのちを支える常総プラン（常総市自殺対策計画）」の見直しを図り、令和 6年度

から令和 10年度までを計画期間とした新たなプランを策定するための基礎資料とすることを目的として

実施しました。 

 

（イ）調査方法・回収率など 

調査期間 2023（令和５）年８月～2023（令和５）年 9月 

対象者 本市にお住まいの 13 歳以上の方から 2,000 人を無作為に抽出 

調査方法 郵送配布・回収（ただし、WEB 回答も可） 

回収率 30.6％ 

 

②調査結果の概要 

（１）ストレスの有無 

（問 12 あなたは、この 1 ヵ月に日常生活で不満、悩み、苦労、ストレスなどがありましたか） 

抱えている不満、悩み、苦労、ストレスは、「多少あった」が 46.5%で最も多く、次いで「あまりない」が

27.0％となっています。 

性別でみると、『あった』（「大いにあった」と「多少あった」の合計）は、女性が男性を約 13ポイント上回

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4% 46.5% 27.0% 8.3%

1.6%

3.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数

（n=611)

大いにあった 多少あった あまりない まったくない

わからない 無回答

回答者数
大いにあっ

た
多少あった あまりない

まったくな
い

わからない 無回答

人数 611 82 284 165 51 10 19

構成比 13.4% 46.5% 27.0% 8.3% 1.6% 3.1%

人数 258 29 107 75 31 5 11

構成比 11.2% 41.5% 29.1% 12.0% 1.9% 4.3%

人数 340 49 173 88 19 5 6

構成比 14.4% 50.9% 25.9% 5.6% 1.5% 1.8%

人数 7 4 1 1 1 0 0

構成比 57.1% 14.3% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0%

人数 6 0 3 1 0 0 2

構成比 0.0% 50.0% 16.7% 0.0% 0.0% 33.3%

１位：全体が黒で白文字、２位：全体が灰色で太文字

全体

男性

女性

回答しない

無回答
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（２）ストレスを感じた時の対処方法 

（問 13 あなたは、悩みやストレスを感じた時、以下の方法を使って相談したいと思いますか。）  

望む相談方法は、「直接会って相談する（訪問を含む）」が 38.0%で最も多く、次いで「電話を利用し

て相談する」が 29.8％となっています。 

年齢別でみると、18～19歳、25～29歳、35～39歳では「LINEや Facebookなどの SNSを利

用して相談する」が最も多くなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜年齢別 望む相談方法＞ （網掛けはインターネット経由もの） 

 1 位 ２位 

中学生年齢相当 直接会って相談する（訪問を含む） LINE や Facebook などの SNS を利用して
相談する 高校生年齢相当 

18～19 歳 LINE や Facebook などの SNS を利用し
て相談する 

直接会って相談する（訪問を含む） 

20～24 歳 直接会って相談する（訪問を含む） LINE や Facebook などの SNS を利用して
相談する 

25～29 歳 LINE や Facebook などの SNS を利用し
て相談する 

X（旧 Twitter）や掲示板を利用して、インタ
ーネット上で相談する 

30～34 歳 直接会って相談する（訪問を含む） 電話を利用して相談する 

35～39 歳 直接会って相談する（訪問を含む）／LINE や Facebook などの SNS を利用して相談す
る 

40～44 歳 直接会って相談する（訪問を含む）／インターネットを利用して解決策を検索する 

45～49 歳 直接会って相談する（訪問を含む） LINE や Facebook などの SNS を利用して
相談する 

50～54 歳 電話を利用して相談する 

55～59 歳 

60～64 歳 電話を利用して相談する 直接会って相談する（訪問を含む） 

65～69 歳 

70 歳以上 
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（３）悩み・ストレスの相談相手の有無 

（問 11 あなたは、普段から何気ない日常会話や悩みを相談できる相手がいますか）  

相談相手の有無は、「いる」が 83.5%となっています。 

性別でみると、「いる」の割合は、女性は男性より約 14ポイント上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）悩み・ストレスの相談先 

（問 11-1 （問 11 で「いる」と回答した方）悩みを相談する方は誰ですか） 

悩みを相談する方は、「同居の家族・親族」が 73.9%で最も多く、次いで「同居していない家族・親族」

が 36.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83.5% 14.2% 2.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数

（n=611)

いる いない 無回答

回答者数 いる いない 無回答

人数 611 510 87 14

構成比 83.5% 14.2% 2.3%

人数 258 196 54 8

構成比 76.0% 20.9% 3.1%

人数 340 307 29 4

構成比 90.3% 8.5% 1.2%

人数 7 3 4 0

構成比 42.9% 57.1% 0.0%

人数 6 4 0 2

構成比 66.7% 0.0% 33.3%

１位：全体が黒で白文字、２位：全体が灰色で太文字

全体

男性

女性

回答しない

無回答
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（５）自殺を考えたことがあるか 

（問 14 あなたは、これまでの人生のなかで、自殺したいと考えたことはありますか）  

自殺に対する考えは、「自殺したいと考えたことはない」が 53.8%で最も多く、次いで「自殺とまではい

かないが、消えてしまいたいと考えたことがある」が 23.1％となっています。 

年齢別でみると、『考えたことがある』（「具体的に自殺の方法を調べるなど積極的に自殺したいと考え

たことがある」、「漠然と自殺を考えたことがある」、「自殺とまではいかないが、消えてしまいたいと考えた

ことがある」の合計）の割合は、30～34歳の方が最も高く、70歳以上の方が最も低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.4% 9.0% 23.1% 53.8% 9.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数

（n=611)

具体的に自殺の方法を調べるなど積極的に自殺したいと考えたことがある

漠然と自殺を考えたことがある

自殺とまではいかないが、消えてしまいたいと考えたことがある

自殺したいと考えたことはない

無回答

回答者数

具体的に
自殺の方
法を調べる
など積極的
に自殺した
いと考えた
ことがある

漠然と自殺
を考えたこ
とがある

自殺とまで
はいかない
が、消えて
しまいたい
と考えたこ
とがある

自殺したい
と考えたこ
とはない

無回答

人数 611 27 55 141 329 59

構成比 4.4% 9.0% 23.1% 53.8% 9.7%

人数 92 4 5 17 59 7

構成比 4.3% 5.4% 18.5% 64.1% 7.6%

人数 68 6 5 17 33 7

構成比 8.8% 7.4% 25.0% 48.5% 10.3%

人数 11 0 0 2 6 3

構成比 0.0% 0.0% 18.2% 54.5% 27.3%

人数 24 3 3 7 10 1

構成比 12.5% 12.5% 29.2% 41.7% 4.2%

人数 15 1 1 5 4 4

構成比 6.7% 6.7% 33.3% 26.7% 26.7%

人数 15 0 2 10 2 1

構成比 0.0% 13.3% 66.7% 13.3% 6.7%

人数 25 2 3 9 9 2

構成比 8.0% 12.0% 36.0% 36.0% 8.0%

人数 30 3 6 8 10 3

構成比 10.0% 20.0% 26.7% 33.3% 10.0%

人数 36 1 2 13 17 3

構成比 2.8% 5.6% 36.1% 47.2% 8.3%

人数 42 1 8 12 20 1

構成比 2.4% 19.0% 28.6% 47.6% 2.4%

人数 38 3 3 8 22 2

構成比 7.9% 7.9% 21.1% 57.9% 5.3%

人数 40 1 5 10 22 2

構成比 2.5% 12.5% 25.0% 55.0% 5.0%

人数 63 0 8 13 39 3

構成比 0.0% 12.7% 20.6% 61.9% 4.8%

人数 106 2 3 8 75 18

構成比 1.9% 2.8% 7.5% 70.8% 17.0%

人数 6 0 1 2 1 2

構成比 0.0% 16.7% 33.3% 16.7% 33.3%

１位：全体が黒で白文字、２位：全体が灰色で太文字

高校生年齢相当

全体

中学生年齢相当

70歳以上

18～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

無回答
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（６）自殺対策・相談窓口の認知度 

（問 9 あなたは、自殺対策に関する以下の事柄を知っていましたか） 

自殺対策について、「内容まで知っていた」対策としては、「いのちの電話」が 19.1%で最も多く、次い

で「いばらきこころのホットライン」が 11.0％となっています。「知らなかった」対策としては、「自死遺族相

談ダイヤル」、「ゲートキーパー（自殺のサインに気づき、適切な対応をとれる人）」がそれぞれ 80%を超え

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11.0%

19.1%

6.4%

7.0%

1.5%

1.8%

3.1%

2.1%

2.6%

48.6%

63.0%

40.8%

33.1%

10.3%

8.2%

24.4%

21.8%

19.0%

35.0%

14.2%

47.0%

53.8%

82.2%

84.0%

66.4%

69.7%

72.2%

5.4%

3.6%

5.9%

6.1%

6.1%

6.1%

6.1%

6.4%

6.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ア いばらきこころのホットライン

イ いのちの電話

ウ ＃いのちＳＯＳ

エ SNSを活用した相談

（LINE：生きづらびっと、

こころのほっとチャットなど）

オ 自死遺族相談ダイヤル

カ ゲートキーパー

（自殺のサインに気づき、適切な対応をとれる人）

キ 厚生労働省 支援情報検索サイト

（相談窓口等の紹介。悩み別、方法別、

地域別に窓口を検索可能）

ク 厚生労働省特設サイト

（まもろうよ こころ）

ケ いのちを支えるためにわたしたちができること

（各種相談先などをまとめた

常総市社会福祉課作成パンフレット）

内容まで知っていた 内容は知らなかったが、

言葉は聞いたことがある

知らなかった 無回答

（n=611）
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３ 前計画の取り組み状況 

（１）前計画の総括 

広報紙に相談窓口等の記事を掲載し、年間を通して啓発に努めました。また、SNSでも発信すること

により幅広い年代に向けた情報発信を行いました。 

人材育成関連では、ゲートキーパー養成講座に関し、市職員や学校職員に対しては行うことはできまし

たが、新型コロナウイルス感染症流行の中であったことから、市民向けに対しては 2020（令和 2）年度以

降未実施であり、今後、状況を考慮しつつ、取り組む必要があります。 

こころの健康相談については、相談時には市職員も同席し、必要な情報提供を行い、医療機関をはじ

めとした関係機関との連携に努めました。福祉サービスにつなげる等、支援の入り口としての役割を果た

していると考えます。 

ネットワークの強化関連では、各分野における官民の関係者によるいのちを支えるネットワーク委員会

にて自殺をめぐる現状確認や精神疾患に関する研修、グループ会議を行いました。関係者にて情報・意

見交換を行うことによって、連携して自殺対策に取り組む体制を整えつつあります。 

本市の自殺死亡率は、2022（令和 4）年に 14.5 と減少傾向にありますが、前計画では計画通り実施

できなかった評価指標があることの反省を踏まえ、施策の充実を図ったうえで、引き続き計画に基づく取

組の推進を図っていく必要があると考えます。 

 

（２）評価指標 

◆指標目標 

指標 

基準値 

2011（平成 23）年度～

2015（平成 27）年度 

目標値 

2023(令和５)年度 

結果 

2022（令和４）年度 

自殺死亡率 19.9 13.9 14.5 

 

◆基本施策の評価指標 

分類 実施事業等 

基準値 

2018（平成 30）

年度までの状況 

目標値 

2023(令和５) 

年度 

結果 

１ 啓発 

メンタルヘルス

講座 
― 

市民対象 

１回／年 

平成 31年度：3回 

令和 2～４年度：０回 

強化月間時の啓

発活動 
― 

９月・３月の予防強

化月間期間中の広

報掲載、図書館に

おける特集コーナ

ー設置 

平成 31～令和 4年度： 

毎年実施 

２ 人材 

育成 

ゲートキーパー

養成研修（庁内

職員対象） 

平成 30年度 

5回／年 

・新任者研修 

１回／年 

・公務力向上講座 

- 基礎 2回／年 

- 応用２回／年 

平成 31年度：新任者研修１回 

令和２年度：公務力向上講座１

回 

令和３年度：新任者研修１回、

公務力向上講座１回 

令和４年度：新任者研修１回  



19 

分類 実施事業等 

基準値 

2018（平成 30）

年度までの状況 

目標値 

2023(令和５) 

年度 

結果 

２ 人材 

育成 

ゲートキーパー

養成研修（民間

支援団体・市民

対象） 

― 1回／年 

平成 31年度：２回 

令和 2～３年度：未実施 

令和 4年度：２回 

３ ハイリ

スク者へ

の早期

対応 

こころの健康相

談 

相談利用件数 

平成 29年度 

19件 

30件／年 

平成 31年：度 18件 

令和 2年度：20件 

令和 3年度：27件 

令和 4年度：19件 

４ 未遂

者・自死

遺族へ

の対応 

未遂者・自死遺

族らが利用でき

る資源の検討 

― 
協議回数  

１回／年 
未実施 

５ ネット

ワーク強

化 

いのちを支える

ネットワーク委員

会の開催 

平成 30年度より

開催 
２回／年 

令和 2年度：１回（書面開催） 

令和 3年度：1回（オンライン

研修） 

令和 4年度：１回 

６ 相談事

業 

相談窓口一覧表

の作成 
― 

相談一覧表の作

成・配布 
作成・配布済み 

 

◆重点対象者に対する施策の評価指標 

分類 実施事業等 

基準値 

2018（平成 30）

年度までの状況 

目標値 

2023 

(令和５)年度 

結果 

１ 勤務・

経営者 

商工会や地域産

業保健センター

など関係機関と

の連携 

― 
協議回数  

１回／年 

金融審査委員会の開催 

平成 31年度：９件 

令和 2年度：６件 

令和 3年度：７件 

令和 4年度：３件 

２ 高齢者 
地域ケア個別会

議の実施 

市内６か所 

毎月開催 

市内６か所 

毎月開催（継続） 

平成 31年度：６５件 

令和 2年度：５４件 

令和 3年度：６０件 

令和 4年度：７２件 

３ 就労 

困窮者 

就労準備支援事

業 
― 実施 

令和 3年度：３件 

令和 4年度：３件 

※事業開始が令和 3年度から 

４ 子ども 

・若者 

メンタルヘルス

出前講座 

（SOS の出し方

教育含む） 

高校生向け 

１回／年 

・小・中学生 

1回／年 

・高校生 

１回／年 

平成 31年度： 

中学生保護者向け１回 

民生委員・児童委員向け１回 

令和 2～４年度：未実施 
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第３章 いのちを支える取り組み 

 
 

第 3章  

いのちを  

支える 

取り組み  
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第３章 いのちを支える取り組み 

１ 基本理念 

自殺の背景には、精神保健上の問題、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立など

の様々な社会的要因があることが知られています。しかし、いずれの場合においても、自殺は、追

い込まれた末の死です。このため、自殺対策は「対人支援のレベル」「地域連携のレベル」「社会

制度のレベル」を連動させながら、社会における「生きることの阻害要因（自殺のリスク要因）」を

減らし、「生きることの促進要因（自殺に対する保護要因）」を増やすことを通じて、総合的に推進

することが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自殺対策の本質が、生きることの支援にあることを踏まえ、第 1期プランから引き続き、第 2期

プランでも「居心地よく生きることができる社会の実現」を基本理念とします。 

 

 

 

 

 

 

居心地よく生きることができる

社会の実現 

出典：厚生労働省 
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自殺者の多くは、様々な悩みが原因で、心理的に追い詰められた結果、うつ病やアルコール依

存症など何らかの精神疾患と診断される状態となっています。精神的疾患の症状として正常な判

断が困難になり、自殺以外の選択肢が考えられなくなるという視野狭窄の状態のもとで自殺に至

っている場合が多いと言われています。 

自殺を考えている人は、相談することへの抵抗感から問題を深刻化しがちと言われています。

しかしながら、何らかのサインを発していることが多いとも言われ、死にたいと考えている人でも、

実際には心の中では「生きたい」という気持ちの間で揺れ動いており、そのサインに周囲が気づき、

「居心地よく生きる」ための支援につなげていくことが重要です。 

 

 

２ 基本方針 

時系列的な対応としては、自殺の危険性が低い段階における啓発等の「事前対応」と、現に起こ

りつつある自殺発生の危険に介入する「危機対応」、それに対する自殺や自殺未遂が生じてしまっ

た場合等における「事後対応」のそれぞれの段階において施策を講じる必要があるとされています。 

基本理念の実現に向けて取り組みを進める上で、社会状況、アンケート結果、これまでの取り組

み状況などを踏まえ、本計画では以下の基本方針を定めます。 

 

●社会全体の自殺リスクの低下につながる効果的な対策を行うためには、関係者の協力を得ながらそ

れぞれのレベルや段階に応じた取り組みを、強力かつ総合的に推進していくことが重要です。心の健

康づくり（一次予防）及び精神保健上の危機状態への早期介入（二次予防）を重視した事業展開を進

め、自殺へと向かう流れを食い止める施策を展開します。 

 

●自殺に追い込まれるという危機は、誰にでも起こりうるものです。複合的な要因があることから、危

機に陥った人の心や背景に寄り添い、理解し対応することが必要です。また、危機に陥った場合には

誰かに助けを求めることが地域全体の共通認識になるように、積極的に普及啓発を行う必要があり

ます。令和 5 年度に実施したアンケート結果調査によると、自殺対策を知らないと回答した方の割合

は依然として高く、自殺対策が全市民に浸透しているとはまだまだ言えない状況にあります。すべて

の市民が、身近にいるかもしれない自殺を考えている人のサインを早期に察知し、専門家等につなぐ

とともに、専門家等と協力しながら見守っていけるよう、今後も様々な手段を用いて、広報活動、啓

発活動、「ゲートキーパー」などの人材育成等に取り組んでいくことが重要です。 

 

●自殺の背景となる様々な社会的要因に着目し、対策を講じます。そのためには、精神保健的な視点

だけでなく、社会的・経済的な視点を含んだ様々な分野の関係者や組織等が緊密に連携する包括的

な取り組みが重要です。特に自殺のリスク要因となりうる生活困窮等、関連の分野において、今まで

同様に様々な関係者や組織等が連携して取り組みを展開していくとともに、さらに連携の効果を高

めるためにも各々が自殺対策の一翼を担っているという意識を共有、協力体制を組んで支援するこ

とが重要です。 
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３ 施策体系 

基本理念 

“居心地よく生きることができる社会の実現” 

 

 

 

  

本
市
の
６
つ
の
基
本
施
策
と
５
つ
の
重
点
施
策 

【重点施策 2】 

子ども・若者への支援の強化 

【重点施策 5】 

被災者への支援の強化 

【重点施策 1】 

勤務・経営者への支援の強化 

【重点施策 3】 

高齢者に対する支援の強化 

【重点施策 4】 

生活困窮者に対する支援の強化 

市
民
へ
の
周
知
と
理
解
・啓
発
（一
次
予
防
対
策
） 

い
の
ち
を
支
え
る
人
材
の
育
成 

精
神
保
健
上
の
ハ
イ
リ
ス
ク
者
へ
の
早
期
対
策 

（二
次
予
防
対
策
） 

未
遂
者
や
自
死
遺
族
へ
の
支
援
（三
次
予
防
対
策
） 

地
域
に
お
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化 

各
種
相
談
事
業
の
推
進 

6つの基本施策 5つの重点施策 
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４ 基本施策 

（１）市民への周知と理解・啓発（一次予防対策）  

 

 施策の方向性  

●ストレスの多い状況では、心身の健康を増進することが容易ではないと言われています。ストレスへ

の対処法など、メンタルヘルスに対する正しい情報の周知のため、様々な方向からの対策を行うこと

が必要です。 

●自殺に追い込まれるという危機に陥った人の心情や背景が理解されにくいという現実があります。

自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、そうした心情や背景への理解を深めることを含めて、危

機に陥った場合には誰かに相談することや援助を求めることが適切であるということを市民一人ひと

りの共通認識となるよう、積極的に理解・啓発を行っていきます。 

 

 

 主な取り組み  
 

№ 施策・事業名等 事業概要 方向性 関連部署等 

1 自殺予防週間・自

殺対策強化月間

の取り組み 

自殺予防週間（9月 10日から 16日）、自殺対

策月間（３月）に、啓発等の取り組みを強化しま

す。 

・広報を利用した啓発を行います。 

・特集コーナーを設置します。 

継続 
秘書課 

図書館 

２ メンタルヘルス出

前講座 

・うつ病や精神疾患の症状を分かりやすく説明

し、対応策等の普及活動に努めます。 
継続 社会福祉課 

３ メンタルヘルス出

前講座（SOS の

出し方教室） 

・SOS の出し方教育を各校で進め、児童生徒

が悩みや不安を相談しやすい体制を整えま

す。 

継続 
社会福祉課 

指導課 

4 DV 防止啓発事

業 

・高校生及び教職員向けの DV 防止啓発講座

を開催します。また、広報紙等による情報発

信やパープルリボン運動により啓発活動を行

います。 

継続 人権推進課 

５ WEB を活用した

啓発活動 

・市ホームページ及び各種 SNSを用いて自殺

対策情報の発信を行います。 
新規 社会福祉課 
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X（旧 Twitter）で投稿した 

自殺対策強化月間に関する啓発動画 

（令和５年３月） 

 

 

３月の自殺対策強化月間に合わせて、音声を即座に文字起こしできる透明ディスプレイと紙

コップで作ったうさぎのパペットを使って、啓発動画を作成しました。 

電話や SNS で悩み相談をすることができる相談先がわかるリンクも示して、社会福祉課で

も随時相談を受け付けていることを発信しました。 

 

＜動画で発信した内容（要約）＞ 

・先日公表された令和４年の年間自殺者数は前年を上回り、中高年を中心に男性は 13 年

ぶり増加した。小中高生の自殺者数は過去最多の 512 人。 

・一人の自殺者に対して、家族・友人・恋人などの少なくとも６人の人が、人生が変わるほ

どの衝撃を受けると言われている。 

・社会福祉課では定期的に「こころの健康相談」として、精神科医による心の健康に関する

相談を行うとともに、在籍する精神保健福祉士等が随時相談をお受けしている。 

 

 

 

 

DV（ドメスティック・バイオレンス）と自殺 

 

DV 被害に合うと自信の喪失、無力感、暴力を受けた場面がフラッシュバックするといった症状

が見られるようになります。それらが、うつ病や PTSD（※）などの精神障害や自殺につながるた

め、DVと精神障害、自殺との関係は切り離せない関係となっています。 

DV被害者の方は、自分自身が DVを受けていても気が付かない、あるいは、気が付いても相談

ができずに我慢をする方がいます。DV 被害者が自分自身を大切にし、DV 被害に「気づき」相談

をする「勇気」が持てるように常総市では啓発活動を行い、支援体制を構築していきます。 

 

※PTSD（心的外傷後ストレス障害）とは、災害や事故、暴力などのトラウマになる圧倒的な出

来事を経験した後に始まる、日常生活に支障をきたす病気です。症状として、感情の麻痺や不

安定化、集中力の低下、思い出したくない記憶がフラッシュバックすることなどが現れます。 

 

  

コラム 

コラム 
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令和３年度に作成し全戸配布した自殺対策パンフレット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

コラム 
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（２）いのちを支える人材の育成  

 

 

 施策の方向性  

●様々な悩みや生活上の困難を抱える人に対しての早期の「気づき」が問題の複雑化・重症化を防ぎ

ます。 

●抱えている悩みに耳を傾け、必要な機関につなぎ、見守ることができる「ゲートキーパー」の養成をは

じめとした人材育成に力を入れていきます。 

 

 

 主な取り組み  
 

№ 施策・事業名等 事業概要 方向性 関連部署等 

1 いのちを支えるネ

ットワーク委員会

の開催 

・委員会にて自殺対策に関する知識・情報を

共有し、地域での支え手としてのスキルアッ

プを行います。 

継続 社会福祉課 

２ メンタルヘルス研

修 

・市職員に対してメンタルヘルスに関する研

修を行います。 
継続 人事課 

３ 

ゲートキーパー養

成研修 

・市職員に対する研修を行います。 
継続 

人事課 

社会福祉課 

４ ・教職員に対する研修を行います。 
新規 

指導課 

社会福祉課 

５ ・民生委員・児童委員、民間支援団体、一般

市民への研修会を実施します。 
継続 

社会福祉課 

各団体所管課 

 

 

 

ゲートキーパーとは ～「命の門番」～ 

 

ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、声をかけてあげられる人

のことです。特別な資格は必要ありません。誰でもゲートキーパーになる

ことができます。周りで悩んでいる人がいたら、やさしく声をかけてあげ

てください。声をかけあうことで、不安や悩みを少しでも和らげることが

できるかもしれません。 

ゲートキーパーは以下の 4 つの役割が期待されていますが、そのうち

どれか 1 つができるだけでも、悩んでいる方にとっては大きな支えにな

るでしょう。 

✓変化に気づく…家族や仲間の変化に気づいて声をかける 

✓じっくりと耳を傾ける…本人の気持ちを尊重し耳を傾ける 

✓支援先につなげる…早めに専門家に相談するよう促す 

✓温かく見守る…温かく寄り添いながらじっくりと見守る 

コラム 
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（３）精神保健上のハイリスク者への早期対策（二次予防対策）  

 

 施策の方向性  

●眠れない、食欲がない、一日中気分が落ち込んでいる、何をしても楽しめないといったことが続いて

いる場合、うつ病をはじめとした精神疾患が考えられます。重症化を防ぐため、精神疾患の疑いが生

じた際に早期対応できるよう、医療機関をはじめとした各関係機関との連携を強化します。 

 

 

 主な取り組み  
 

№ 施策・事業名等 事業概要 方向性 関連部署等 

1 精神保健福祉相

談 

・精神保健上のハイリスク者への対応に際し、

必要な関係機関との連携をとりながら地域

での暮らしを支援します。 

継続 
社会福祉課 

つくば保健所 

２ こころの健康相談 ・精神科医による市民を対象とした個別相談

を無料で実施し、専門的な治療が必要かど

うかを判断し、健康への助言を行います。ま

た、社会福祉課職員も同席し、周辺情報の

提供を行います（毎月第２水曜日）。 

継続 社会福祉課 

３ 精神保健相談（精

神クリニック） 

・毎月２回精神科医による相談を行い、必要

により適切な関係機関につないでいます。 
継続 つくば保健所 

4 被災者への支援 ・自然災害の被災者に対し、アンケート調査

等で継続的に状況を把握し、必要な支援策

やメンタルヘルス上の支援を図ります。 

継続 
社会福祉課 

関係機関 

5 庁内担当者会議

の開催 

・市職員の関係課が連携し、いのちを支える

相談事業を共有し、早期対策を図ります。 
継続 

社会福祉課 

関係各課 

6 医療福祉相談室

（精神科病院） 

・精神科の通院・入院治療などに関して、ご本

人やご家族、関係機関などからの相談に応

じ、必要に応じた受診調整や情報提供など

を行います。 

・治療中の方や未受診の方に、日常生活の中

で生じる様々な心配事の相談にも応じてい

ます。 

継続 

水海道厚生病院 

ホスピタル坂東 

とよさと病院 

ほか 

精神医療機関 
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（４）未遂者や自死遺族への支援（三次予防対策）  

 

 施策の方向性  

●自殺を図った人（自殺未遂者）は自殺既遂者の数倍に上ります。自殺未遂者の再企図防止には、支

援策を提示しつつ、継続して寄り添っていくことが必要です。 

●自死遺族一人ひとりには、周囲からの適切な支援が必要であり、その遺族の意思を尊重しながら支

援していく必要があります。 

 

 

 主な取り組み  
 

№ 施策・事業名等 事業概要 方向性 関連部署等 

1 未遂者への支援 ・地域の精神科医療など専門機関との連

携を行いつつ、メンタルヘルスや支援策

に関する情報を提供しつつ、必要な支援

を行います。 

継続 

社会福祉課 

精神医療機関 

関係機関 

２ 自死遺族への支

援 

・地域の精神科医療など専門機関との連

携を行いつつ、遺族が行うこととなる諸

手続きに関することやメンタルヘルスに

関する情報等を提供しつつ、必要な支援

を行います。 

継続 

社会福祉課 

精神医療機関 

関係機関 

３ 未遂者・自死遺族

支援のためのネッ

トワーク強化 

・未遂者、自死遺族らが利用できる資源を

検討していくために、関係機関との連携

を行います。 

継続 

社会福祉課 

精神医療機関 

関係機関 
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（５）地域におけるネットワークの強化  

 

 施策の方向性  

●自殺には、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題のほか、地域・職場のあり方の変化など、

様々な要因とその人の性格傾向、家族の状況、死生観などが複雑に関係しています。自殺に追い込

まれようとしている人が安心して生きられるよう、精神保健的な視点だけでなく、社会・経済的な視点

を含む包括的な取り組みが重要です。 

●包括的な取り組みを実施するために、自殺予防に関係する多様な分野との連携を推進していきま

す。 

●市民と行政、関係各機関が「我が事・丸ごと」を促進できるようなコミュニケーションを築きながら協

働し、地域で支え合えるまちづくりを促進します。 

 

「我が事・丸ごと」とは 

 

他人事を「我が事」に変えていくような働きかけ…地域づくりを一部の者に任せるの

ではなく、地域における課題を地域住民が自らの課題（我が事）として主体的に捉え、

解決を試みることができるよう、住民や自治会、町内会等の地縁組織を始め、福祉分野

に限らず地域の町おこし、産業等の他分野に対して、意識醸成や地域づくりに必要な働

きかけや支援を行う。 

 

地域の課題を「丸ごと」受け止める場…地域活動を通して住民が把握した課題につい

て、包括的に受け止め、相談、助言、情報提供を行うとともに、必要に応じて支援機関

につなぐことのできる体制を構築する。 

 

 

 

 主な取り組み  
 

№ 施策・事業名等 事業概要 方向性 関連部署等 

1 いのちを支えるネット

ワーク委員会の開催

（再掲） 

・いのちを支えることを目的として掲げた、

各分野における官民関係者によるネット

ワークの強化を図ります。 

継続 社会福祉課 

２ 精神保健福祉相談

（再掲） 

・精神保健上のハイリスク者への対応に際

し、必要な関係機関との連携をとりながら

地域での暮らしを支援します。 

継続 

社会福祉課 

つくば保健所 

各関係機関 

３ 民生委員・児童委員 ・定期的に要配慮者世帯への訪問・見守り

を実施しています。訪問の中で相談者の

近況を聞き取り、必要により、公的機関へ

の取り次ぎを行います。 

継続 社会福祉課 

 

 

コラム 
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№ 施策・事業名等 事業概要 方向性 関連部署等 

4 事業所、職場等への

支援 

・商工会や労働基準監督署など関係機関

との連携を図ります。 継続 

社会福祉課 

商工観光課 

関係機関 

5 就労支援 ・仕事を探している困窮した方に対して、

ハローワークと連携し、求人情報の提供

等を行っています。 継続 

社会福祉課 

商工観光課 

常総公共職業

安定所（ハロ

ーワーク） 

6 ほほえみネットワーク

事業 

・要援護者の安否確認や福祉ニーズの早

期発見、また災害時配慮者の見守り体制

づくりのため、ほほえみネットワーク表の

作成、管理を行っています。 

継続 
社会福祉協議

会 

7 ふれあい・いきいきサ

ロン活動支援事業 

・地域の中の生きがいづくり、仲間づくり、

健康づくり、元気づくり活動を推進するた

め、立ち上げや運営に必要な資金の一部

を助成し支援します。 

継続 
社会福祉 

協議会 

8 子どもの虐待やいじ

めに対する支援 

・学校や地域と連携し、いじめや虐待にあ

った子どもへの支援を図ります。 

・学校や適応指導教室と連携し、いじめ問

題への適切な対応を進めます。 

継続 

社会福祉課 

こども課 

指導課 

9 青少年育成事業 ・各地区委員が主となって、子どもまつりや

指導者研修会の開催、また、各地区主催

活動の支援を行っています。 

継続 生涯学習課 
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  “いのちを支える 常総ネットワーク” 

常総市地域包括

支援センター

常総市

保健センター

こども家庭

センター

学校

常総市

教育委員会

精神科病院

クリニック

かかりつけ医

障害者・児福祉

サービス事業所

介護保険事業所

民生委員・児童委員

常総市障害者地域

自立支援協議会

常総市社会

福祉協議会

民間支援

団体

常総市

商工会

常総労働基準監督署

常総公共職業安定所
（ハローワーク）

消防署

常総警察署

つくば保健所

常総市市役所

各種相談対応窓口

茨城県精神保健

福祉センター

いのちの電話

など各種電話相談

地域住民の

気づき

家族・親族の

気づき

事業所同僚等の

気づき

友人・知人の

気づき

「死にたい」と思うほどに

生きづらさを抱えている人
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（６）各種相談事業の推進  

 

 施策の方向性  

●自殺対策は個人においても社会においても、「生きることの阻害要因」を減らす取り組みに加えて「生

きることへの促進要因」を増やす取り組みを行うことが必要とされています。「生きることへの促進要

因」への支援という観点から、各種相談事業を推進していきます。 

 

 

 主な取り組み  
 

№ 施策・事業名等 事業概要 方向性 関連部署等 

1 市民相談 ・市民生活についての相談（来庁・電話）に応

じます。 
継続 

市民と共に 

考える課 

２ 法律相談（市役

所） 

・相続、離婚、金銭貸借等、民事上のトラブル

を抱えた市民に対し、専門家への相談機会

を提供するため、弁護士による無料法律相

談の案内を行い、必要に応じ予約を受け付

けています。 

（本庁舎：毎月第 2 火曜日、石下庁舎：奇数

月第 3火曜日） 

継続 
市民と共に 

考える課 

３ 法律相談（社会福

祉協議会） 

・日常生活の中で起こる法律に係る事項等を

弁護士が無料で相談に応じます。（毎月第４

火曜日：社協水海道事務所） 

継続 
社会福祉 

協議会 

4 女性相談 ・女性の臨床心理カウンセラーに委託し、女

性が抱える様々な悩みの相談に応じ、適切

な助言及び支援を行います（毎月１～２回／

第３火曜日及び年３回日曜日に電話又は面

談）。 

継続 人権推進課 

5 生活相談の実施 ・水海道地区と石下地区に１人ずつ生活相談

員を任命し、市民の生活上の相談に対応し

ます。 

継続 人権推進課 

6 こころの健康相談

（再掲） 

・精神科医による市民を対象とした個別相談

を無料で実施し、専門的な治療が必要かど

うかを判断し、健康への助言を行います。ま

た、社会福祉課職員も同席し、周辺情報の

提供を行います（毎月第 2水曜日）。 

継続 社会福祉課 

7 精神保健相談（精

神クリニック）（再

掲） 

・毎月２回精神科医による相談を行い、必要

により適切な関係機関につないでいます。 継続 つくば保健所 
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№ 施策・事業名等 事業概要 方向性 関連部署等 

8 精神保健福祉相

談（再掲） 

・精神保健上のハイリスク者への対応に際し、

必要な関係機関と連携をとりながら地域で

の暮らしを支援します。 

継続 

社会福祉課 

つくば保健所 

関係機関 

9 障がい者・児、難

病患者等に関す

る相談支援 

・障がい者・児、難病患者等の相談に応じ、本

人及びその家族への個別支援（訪問・電話対

応・同行・個別支援会議等）を実施します。 

継続 社会福祉課 

10 地域包括支援セ

ンターにおける相

談 

・高齢者とその家族の悩みごとや介護保険等

に関する総合相談業務を行います。 

・介護支援専門員の支援、地域ケア個別会議

の開催、２４時間電話相談体制を確保しま

す。 

継続 高齢福祉課 

11 健康相談 ・健康に関する相談を月１回実施しています。 

・随時電話相談・面接による相談を実施して

います。 

・ライフステージごとの、健康や育児などの不

安の緩和や健康増進・維持に努めています。 

・電話や訪問、面談にて健康・育児・栄養に関

すること等の相談を随時実施しています。 

・相談内容により、関係機関への紹介及び連

携を図っています。 

継続 保健推進課 

12 家庭児童相談 ・家庭児童相談員を配置し、家庭における適

切な児童養育、そのほか家庭児童の福祉の

向上を図るための相談、指導を行っていま

す。 

継続 こども課 

13 消費生活相談セ

ンター 

・消費者相談・情報提供を行います。 

・消費者教育・啓発を行います。 

・消費者団体活動支援等を行います。 

継続 商工観光課 

14 経営に関する各

種セミナー、研修

会、金融指導等 

・必要な知識や技術などの情報提供や会員が

利用できる低利な融資制度を行っています。 継続 
常総市商工会 

商工観光課 

15 メンタルヘルス相

談 

・労働者規模が 50 人未満の事業所に対し、

メンタルヘルスに関する相談を行います。 
継続 

地域産業保健

センター 

16 警察相談 ・犯罪被害や様々なトラブルに関する相談を

行います。 
継続 常総警察署 

１７ DV被害者支援 ・DV に関する相談を受け、必要に応じて庁

内連絡会議を実施の上、関係機関と連携を

図り、被害者の支援を行う。 

新規 人権推進課 

  



36 

 

 

いのちを支える相談先 

複雑に絡み合った問題も誰かに話すことで少しずつほぐれていくこと

もあります。力になってくれる相談先がきっとあるはずです。 

 

 

 

 

 

  

コラム 

 



37 

５ 常総市の重点対策対象者に対する施策（重点施策） 

（１）勤務・経営者への支援  

 

 施策の方向性  

●常総市では働き盛りの男性における自殺が大きな課題となっています。特に働き盛りの男性は、心

理的、社会的にも負担を抱えることが多く、また過労、失業、病気、親の介護等により、心の健康を損

ないやすいとされています。こうした人々が安心して生きられるようにするためには、精神保健的な

視点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取り組みが重要です。 

●自殺対策を「生きる支援」と捉え、効果的な対策を実施するため、様々な分野の人や組織が連携し、

問題を抱える人や自殺を考えている人に包括的な支援が届く体制づくりに取り組みます。 

 

 

 主な取り組み  
 

№ 施策・事業名等 事業概要 方向性 関連部署等 

1 メンタルヘルスに

関する出前講座

の実施 

・心の健康について、依頼のあった団体へ

集団指導を行い、うつ病や心の健康につ

いての普及啓発を図ります。 

継続 社会福祉課 

２ 事務所、職場等へ

の支援 

・商工会や地域産業保健センターなど関

係機関との連携を図ります。 
継続 

社会福祉課 

関係機関 

３ 中小企業事業資

金融資制度 

・市内に住居、または事業所を有する中小

企業者に対し、事業資金の融資と保証を

あっ旋し、経営の安定を図ります。債務

担保軽減のため、信用保証料のうち、年

0.82%を限度として補助を行います。 

継続 商工観光課 

 

 

アルコールとうつ、自殺 

 

アルコール依存症とうつ病の合併は頻度が高く、アル

コール依存症にうつ症状が見られる場合やうつ病が先で

後から依存症になる場合などいくつかのパターンに分か

れます。アルコールと自殺も強い関係があり、この 3 つ

の関係は「死のトライアングル」と言われることもあり

ます。 

自殺防止のためにも、うつ病対策だけでなく、飲酒問

題への対策が欠かせません。 

  

コラム 

資料：命を守るために 自殺予防と
アルコール（2010 年、社団法
人全日本断酒連盟） 
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（２）子ども・若者への支援  

 

 施策の方向性  

●15 歳から 39 歳までの死因の第一位は自殺です。全国的に自殺者数が減少している中、若年層の

自殺率は改善が見受けられません。 

●常総市においても、自殺者の特性上位 5 区分の中に、男性の 20～39 歳が入っており、地域自殺

実態プロファイル 2023で「子ども・若者」は重点パッケージに位置付けられています。 

●子ども・若者対策は、そのライフスタイルや生活の場に応じた対応、対策が求められています。悩み

の解決に向けた相談体制の充実とともに、学校や家庭、地域におけるこどもの SOSや悩みを受け止

める取り組みの推進が必要です。 

 

 

 主な取り組み  
 

№ 施策・事業名等 事業概要 方向性 関連部署等 

1 就学援助と特別

支援教育就学奨

励補助 

・経済的理由により、就学困難な児童・生徒に

対し、給食費・学用品等を補助します。特別

支援学級等に在籍する児童・生徒に対し、

給食費・学用品等を補助します。 

継続 学校教育課 

２ 奨学金に関する

業務 

・奨学資金貸与基金により、高等学校・高等

専門学校・大学（短大含む）・専修学校（専門

課程）の学費を対象とした奨学金制度を行

っています。 

拡充 学校教育課 

３ 青少年相談員事

業 

・青少年の非行防止、健全育成を図るため、

街頭指導・相談員研修・関係機関及び関係

団体との連携を図っています。 

継続 生涯学習課 

4 就学に関する相

談 

・特別に支援を要する児童・生徒に対し、関係

機関と協力して一人ひとりの障がい及び発

達の状態に応じたきめ細かな相談を行いま

す。 

継続 指導課 

5 心の教室相談員

配置事業 

・子どもの教育上の悩みや心配事に関する相

談を、教育相談員（心理）が対面で受け付け

ます。また、仕事の都合や家庭の事情等で

来室できない場合には、電話相談も行いま

す。 

継続 指導課 

6 スクールカウンセ

ラー活用事業 

・各校配置のスクールカウンセラーによる、悩

みや不安を抱えた児童生徒、保護者へのカ

ウンセリングを実施します。 

継続 指導課 
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№ 施策・事業名等 事業概要 方向性 関連部署等 

7 適応指導教室（か

しのきスクール） 

・不登校児童生徒を対象として、適応指導教

室（かしのきスクール）で学習・生活支援を

実施します。また、児童生徒や保護者への教

育相談も実施します。 

継続 指導課 

8 放課後補習教室

（常総ほっとスタ

ディ教室） 

・学習のつまずきを補ったり、学習習慣を身に

付ける場とします。また、保護者の学習上の

相談も行います。 

継続 指導課 

9 メンタルヘルス出

前講座（SOS の

出し方教室） 

・SOS の出し方教育を各校で進め、児童生

徒が悩みや不安を相談しやすい体制を整え

ます。 

継続 
社会福祉課 

指導課 

10 家庭児童相談 ・家庭児童相談員を配置し、家庭における適

切な児童養育、そのほか家庭児童の福祉の

向上を図るための相談、指導を行っていま

す。 

継続 こども課 

11 ひとり親家庭支援 ・配偶者のいない女子又はこれに準ずる事情

にある女子と、その看護すべき児童の母子

生活支援施設への入所を実施し、入所施設

の実施運営費を扶助することで、自立の促

進のためにその生活を支援します。 

継続 こども課 

12 妊娠・出産期に対

する支援 

・母子健康手帳交付時に面談を行っていま

す。不安や悩み事がある、家族の協力が得

られない等の回答があった妊婦や若年妊婦

に対し、継続的に状況を確認し必要なときは

家庭訪問で対応します。 

・産婦人科医療機関から支援が必要という情

報提供があった妊産婦に対しては保健師が

対応します。 

・産後 2 週間、1 か月を目安に抑うつ状態の

スクリーニングを産婦人科医療機関にて実

施しています。心配な結果が生じた際には

情報が提供され、保健師が対応します。 

拡充 保健推進課 

13 プレママ教室 ・教室内でグループワークを行い、仲間づくり

や妊婦同士の情報交換により、妊娠中の不

安軽減に努めます。 

・パートナーに妊娠シミュレーターを装着して

もらい、妊娠による身体の変化を理解するこ

とにより、コミュニケーションや協力につなげ

ます。 

継続 保健推進課 
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№ 施策・事業名等 事業概要 方向性 関連部署等 

14 産後ケア事業 ・育児不安や疲労が強かったり、家族の支援

が受けられなかったりする産婦に対し、医療

機関で助産師等からの助言・支援を受けな

がら、赤ちゃんと一緒に過ごすことができま

す。 

継続 保健推進課 

15 新生児訪問 

こんにちは赤ちゃ

ん事業乳児全戸

訪問 

・赤ちゃんが生まれた家庭に全戸訪問し、育

児相談や、心配ごとの聞き取りを行います。

エジンバラ産後うつ病質問票で点数が高か

った産婦のほか、育児不安が強い産婦等に

対し、電話や訪問で継続的な支援を行いま

す。 

継続 保健推進課 

16 乳幼児健診・離乳

食教室・のびのび

子育て相談 

・各健診・教室時に、診察・身体計測・個人相

談（育児・栄養）等を実施します。 

・各健診及び教室・相談時の面談結果にてフ

ォローが必要なケースに電話や訪問にて状

況を確認し、必要に応じ関係機関との連携

を図ります。 

継続 保健推進課 

17 発達相談 ・子どものことばや発達について心理士が個

別相談に応じます。 
継続 保健推進課 

 

 

 

児童生徒の SOSの出し方に関する教育とは 

 

自殺対策大綱において、「子ども・若者の自殺対策」をさらに推進すること

が重点課題の一つとされ、その中で「直面する可能性のある様々な困難・スト

レスへの対処方法を身につけるための教育（SOS の出し方に関する教育）」が

学校現場において推進することが求められています。学校において、命や暮ら

しの危機に直面した時、誰にどうやって助けを求めればよいか、具体的かつ実

践的な方法を学ぶと同時に、つらい時や苦しい時は助けを求めてもよいという

ことを学ぶ教育になります。 

 

  

コラム 
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（３）高齢者への支援  

 

 施策の方向性  

●高齢者の自殺については、閉じこもりや抑うつ状態から孤立・孤独に陥りやすいといった高齢者特有

の課題を踏まえつつ、様々な背景や価値観に対応した支援、働きかけが必要です。 

●常総市では、地域包括支援センターが中心となり、行政サービス、民間事業所サービス、民間団体の

支援等を適切に活用し、高齢者の孤立・孤独を防ぐための居場所づくり、社会参加の強化といった

生きることの包括的支援としての施策の推進を図ります。 

 

 

 主な取り組み  
 

№ 施策・事業名等 事業概要 方向性 関連部署等 

1 地域包括支援セ

ンターにおける相

談等の事業 

・高齢者とその家族の悩みごとや介護保険等

に関する総合相談業務を行います。 

・介護等が必要な高齢者の住み慣れた住ま

いでの生活を地域全体で支援することを目

的に、個別ケースを検討する地域ケア会議

を実施しています。 

・市内６圏域に高齢者窓口を設置していま

す。また、夜間・休日対応可能な電話相談窓

口を設置し、２４時間対応体制を確保してい

ます。 

・在宅高齢者の支援を行う介護支援専門員

に対し、地域におけるケアマネンジメントや、

多職種連携・協働の体制づくりの相談支援

を行っています。 

継続 高齢福祉課 

２ 高齢者見守りサ

ポート事業 

 

・ひとり暮らし高齢者等を対象に緊急通報シ

ステムなどを設置し、高齢者の福祉の増進

を図ります。 

継続 高齢福祉課 

3 高齢者日常生活

用具購入費助成 

・日常生活において支援を要する高齢者に対

し、日常生活用具（火災警報器・自動消火

器・電磁調理器・老人福祉車）の購入に係る

経費の一部を助成することにより、高齢者等

の日常生活の安全を図っています。 

継続 高齢福祉課 

4 家族介護教室事

業 

・家族介護講習会を開催し、介護技術の習得

による家族の介護負担の軽減を図るととも

に、交流会を開催し、介護者の心身のリフレ

ッシュを図り、在宅介護を支援します。 

継続 高齢福祉課 
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№ 施策・事業名等 事業概要 方向性 関連部署等 

5 認知症サポータ

ー養成講座 

・誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指し

て、認知症についての正しい知識を持ち、認

知症の人や家族を応援する認知症サポータ

ーを養成します。 

継続 高齢福祉課 

６ 地域活動支援事

業 

・高齢者を地域で支えるボランティアの養成

や活動支援を行い、高齢者が安心して暮ら

せる地域づくりを目指します。 

継続 高齢福祉課 

７ 行方不明高齢者

等 SOS ボランテ

ィアの養成 

・行方不明高齢者に対する捜索、見守りのボ

ランティアの養成を行います。 継続 高齢福祉課 

８ 認知症対策 ・認知症への理解の推進、認知症相談事業や

認知症初期集中支援チーム活動を推進し、

認知症介護への支援や予防のための啓発

を行います。 

継続 高齢福祉課 

９ 生活支援コーディ

ネーター活動 

・高齢者の生活支援、介護予防サービスの体

制整備を推進していくための生活支援コー

ディネーター業務を民間へ委託し実施しま

す。 

継続 高齢福祉課 

10 いきいき教室・シ

ルバーリハビリ体

操教室 

・高齢者が介護予防に関する知識、技術につ

いて学ぶ場、高齢者同士の交流の場を提供

します。 

継続 高齢福祉課 

11 認知症ご本人とご

家族の交流の場 

・認知症本人と家族の集いの場を開き、交流

を図ります。 
継続 高齢福祉課 

12 シルバークラブ活

動等社会活動促

進事業 

・高齢者向けクラブ（地域在住の 60 歳以上

の住民が健康づくりや仲間づくりを目的に

集まった団体）への活動を支援します。 

継続 
社会福祉協議会 

高齢福祉課 

13 お食事会 ・70 歳以上のひとり暮らし高齢者等を対象と

した会食型お食事会を開催します。 
継続 社会福祉協議会 
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（４）生活困窮者への支援  

 

 施策の方向性  

●生活困窮者はその背景として、失業、多重債務、障がい、精神疾患、介護などの多様かつ広範な問

題を、複合的に抱えていることが多く、経済的困窮に加えて社会から孤立しやすいという傾向があり

ます。 

●生活困窮の状態にある人や生活困窮に至る可能性がある人が自殺に追い詰められることがないよ

う、生活困窮者自立支援制度の自立相談支援等と連動させて効果的な対策を進めていきます。 

 

 

 主な取り組み  
 

№ 施策・事業名等 事業概要 方向性 関連部署等 

1 公金収納対応 ・納税や公共料金の支払いに際し、納付勧

奨・減免状況の把握を行います。生活困窮

が疑われる納付困難者に対しては、福祉部

局と連携を行いながら対応していきます。 
継続 

収納課 

水道課 

都市整備課 

健康保険課 

社会福祉課 

関係各課 

２ 納税に関する相

談 

・納税に関する相談を開庁時のほか、基本的

に毎月第 1日曜日の午前中と毎月第２・第

４木曜日の 19時まで行います。 

継続 収納課 

３ 公営住宅業務 ・入居時判定や入居後の生活においても、福

祉的な配慮が必要であり、関係部局との密

なる連絡により、各個人の事情にあわせたき

め細やかな対応を行います。 

継続 都市整備課 

4 生活困窮者自立

支援事業 

・自立相談支援事業 

 生活困窮者の相談を受けて自立に向けた

支援を行います。 

継続 社会福祉課 

5 ・住居確保給付金事業 

 離職をし、住居を失うおそれのある方に家

賃の補助をし、就職の支援を行います。 

継続 社会福祉課 

6 ・家計改善支援事業 

 家計の立て直しをアドバイスし、生活再生

の支援を行います。 

継続 
社会福祉協議会 

社会福祉課 

7 生活保護業務 ・生活、住宅、教育、介護、医療、出産、生業、

葬祭扶助を実施することで生活の支援を行

います。 

継続 社会福祉課 
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№ 施策・事業名等 事業概要 方向性 関連部署等 

8 日常生活自立支

援事業 

・判断能力が不十分で、かつ親族等の援助が

得られない方に対し、福祉サービスの利用

手続きの援助や金銭管理援助及び書類等

の預かりサービスを行い、在宅での日常生

活を支援しています。 

継続 社会福祉協議会 

9 生活福祉資金貸

付事業 

・低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯等

に対し、資金の貸し付けと必要な相談支援

を行い、生活の安定を図るため、生活福祉

資金の貸し付けを行っています。また、新型

コロナウイルス感染症特例貸付者へのフォ

ローアップ支援も行います。 

継続 社会福祉協議会 

10 小口貸付事業 ・低所得者を対象とし、短期無利子の貸し付

けを行っています。 
継続 社会福祉協議会 

11 緊急食糧等提供

事業 

・緊急的かつ一時的に生計の維持が困難とな

った世帯へ食料等の生活に必要な現物を提

供します。 

継続 社会福祉協議会 
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（５）被災者への支援  

 

 施策の方向性  

●2015（平成 27）年 9 月関東・東北豪雨災害において、常総市では多くの家屋が浸水し大規模な災

害となりました。自然災害は住居や生業を突然喪失するなど、身体や心に深刻な影響を与えるような

体験をもたらします。被災者に対しては、引き続き継続的な支援を行い、いのちを支える対策を推進

していきます。 

 

 

 主な取り組み  
 

№ 施策・事業名等 事業概要 方向性 関連部署等 

1 被災者への支援

（再掲） 

・自然災害の被災者に対し、アンケート調査

等で継続的に状況を把握し、必要な支援策

やメンタルヘルス上の支援を図ります。 

継続 
社会福祉課 

関係機関 

２ 精神保健・健康相

談 

・被災者が抱える心身の問題を解消するた

め、精神保健福祉士や保健師等による戸別

訪問等の対応を検討します。 

継続 
社会福祉課 

保健推進課 
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６ いのちを支える 評価指標（数値目標） 
 

自殺総合対策大綱における国の数値目標は、2026（令和８）年までに自殺死亡率（人口 10

万人当たりの死亡者数）を 2015（平成 27）年の 18.6と比べて、30%以上減少させる（13.0以

下にする）ことを目標としています。 

常総市においても、国における目標を踏まえ、2028（令和 10）年までに、2019（平成 31）年

度～2022（令和４）年度の 15.5 と比べて 30％減少させることとしています。なお、目標を達成

できた場合、国の大綱を踏まえ、見直しを検討します。 

 

◆指標目標 

指標 

現状値 

2019（平成 31）年度～ 

2022（令和 4）年度 

目標値 

2028（令和 10）年度 
数値目標の考え方 

自殺死亡率 15.5 10.85 
国の目標値と同じ比率

（30%減少）とする 

 

◆基本施策の評価指標 

分類 実施事業等 

現状値 

2022（令和 4）年度

までの状況 

目標値 

2028 

（令和 10）年度 

関連部署等 

１ 啓発 

メンタルヘルス講座 平成 31 年度に実施 

以降コロナ禍により実

施見送り 

市民対象 

1 回／年 
社会福祉課 

強化月間時の啓発 

活動 
実施 

9 月・3 月の予防強化

月間期間中の広報掲

載、図書館における特

集コーナー設置 

秘書課 

図書館 

Web を活用した 

啓発活動 - 

市ホームページ及び各

種 SNS を用いた自殺

対策情報の発信 

社会福祉課 

２ 人材育

成 

ゲートキーパー養成

研修 

（庁内職員対象） 
実施 

新任研修  

1 回／年 

公務力向上講座 

１回／年 

人事課 

社会福祉課 

ゲートキーパー養成

研修 

（教職員向対象） 

- １回／年 
社会福祉課 

指導課 

ゲートキーパー養成

研修 

（民間支援団体・市

民対象） 

平成 31 年度に実施 

以降コロナ禍により実

施見送り 

1 回／年 社会福祉課 

３ ハイリス

ク者への

早期対応 

こころの健康相談 
毎年度 

平均２１件実施 
30 件／年 社会福祉課 
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分類 実施事業等 

現状値 

2022（令和 4）年度

までの状況 

目標値 

2028 

（令和 10）年度 

関連部署等 

４ 未遂者・

自死遺族

への対応 

未遂者・自死遺族ら

が利用できる資源の

検討 

未実施 
協議回数 

１回／年 
社会福祉課 

５ ネットワ

ーク強化 

いのちを支えるネッ

トワーク委員会の開

催 

毎年度 

１回以上実施 
２回／年 社会福祉課 

６ 相談事

業 

相談窓口一覧表の

更新・周知・活用 
作成 

相談一覧表の更新・ 

周知・活用 

社会福祉課 

関係各課 

 

 

◆重点対象者に対する施策の評価指標 

分類 実施事業等 

現状値 

2022（令和 4）年度

までの状況 

目標値 

2028 

（令和 10）年度 

関連部署等 

１ 勤務・ 

経営者 

商工会や労働基準

監督署など関係機

関との連携 

中小企業事業資金融

資制度の利用審査の

ための審査会 

年間３回以上実施 

相談案件に応じて委

員会を月に１回開催で

きる体制を維持する 

社会福祉課 

商工観光課 

常総市商工会 

関係機関 

２ 子ども・ 

若者 

青少年相談事業等 

・街頭指導：定例１～３

回/年 

・研修：１～３回/年 

・街頭指導：定例３回/

年（その他各種イベン

ト毎に実施） 

・研修：上部組織の開

催回数に応じて参加 

生涯学習課 

スクールカウンセラ

ー活用事業 

５人のスクールカウン

セラーを年に３５回、小

中学校に計画的に配

置 

５人のスクールカウン

セラーを年に３５回、小

中学校に計画的に配

置 

指導課 

メンタルヘルス出前

講座 

（SOSの出し方教育

含む） 

未実施 
・小・中学生：１回／年 

・高校生：1 回／年 

社会福祉課 

指導課 

生涯学習課 

３ 高齢者 
地域ケア個別会議

の実施 
年間平均 60 回実施 

市内６カ所 

毎月開催（継続） 

高齢福祉課 

関係各課 

４ 就労 

困窮者 

就労準備支援事業 事業開始の 

令和３年度以降、 

年３人支援実施 

必要な相談に応じて

支援実施 
社会福祉課 
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第４章 推進体制 

 

 

第 4章  

推進体制  
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第４章 推進体制 

自殺対策を推進するために、重要なことは、全庁をあげ、住民との協働の下で、計画に沿った取

り組みを実施することです。本計画を着実に推進するために、計画の推進における責任主体を明

確にするとともに、計画の推進状況について定期的に把握・確認することが重要です。 

 

(1) 計画の周知 

施策の実施にあたっては、自殺に関する正しい知識や理解を広める必要があります。自殺へと

追いつめられる前に、適切な場所に相談して必要な支援を受けることができるよう、本計画の周知

をより一層図っていきます。 

 

(２) 県・近隣市町との連携 

計画を推進するためには、保健・医療・福祉・教育・就労など、様々な分野の関係機関による連

携が必要です。そのため、庁内関係課はもとより、茨城県、つくば保健所管轄区域（常総市・つくば

市・つくばみらい市）等の関係機関・関係団体と連携を強化し、誰もが住み慣れた地域で安心して

暮らせるよう、計画の推進体制を確立します。 

 

(３) 計画の進行管理 

自殺総合対策大綱では、地域レベルの実践的な取り組みを PDCA サイクルの考えのもと推進

することが掲げられています。これにより、国と市町村とが協力しながら、PDCAサイクルを通じて、

自殺対策を常に進化させながら推進していくことが求められています。 

 

本計画の進行管理にお

いては、PDCA サイクル

の考え方を活用し評価を

実施します。毎年、自殺の

状況や本計画に基づく施

策の進捗状況を把握し、

「いのちを支える自殺対

策推進本部」に報告し、

評価を行います。この評

価に加え、計画を推進す

る上での社会経済状況の

変化、自殺をめぐる諸情

勢の変化等を踏まえ、5

年ごとに計画の見直しを

図ります。 

 

 

点検・評価のプロセス（PDCA） 
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いのちを支える常総 組織・ネットワーク図 

 

 

 

 

 

  

庁内ワーキング会議 

（庁内関係各課） 

計画に記載されている施策・事業等
の進捗状況の確認・見直しを行う 
 

いのちを支えるネットワーク委員会 

精神医療・保健・
福祉・教育・経
済・労働等の支援
者・関係機関の有
機的連携の向上を
目的とする 

事務局 

（社会福祉課） 

・事業の実施状況の把握 
・関係機関との調整 

いのちを支える自殺対策推進本部 

（庁議構成職員） 

・施策としての意思決定機関 
・いのちを支える対策実施計
画・実績の報告を受け、承
認する 

常総市地域包括

支援センター

常総市

保健センター

こども家庭

センター

学校

常総市

教育委員会

精神科病院

クリニック

かかりつけ医

障害者・児福祉

サービス事業所

介護保険事業所

民生委員・児童委員

常総市障害者地域

自立支援協議会

常総市社会

福祉協議会

民間支援

団体

常総市

商工会

常総労働基準監督署

常総公共職業安定所
（ハローワーク）

消防署

常総警察署

つくば保健所

常総市市役所

各種相談対応窓口

茨城県精神保健

福祉センター

いのちの電話

など各種電話相談

地域住民の

気づき

家族・親族の

気づき

事業所同僚等の

気づき

友人・知人の

気づき

「死にたい」と思うほどに

生きづらさを抱えている人



52 

  



53 

 

 

 

 
資料編 

 

資料編  
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資料編 

１ いのちを支える自殺対策推進本部 

(1)常総市いのちを支える自殺対策推進本部設置規程 

（設置） 

第１条 自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号）第２条の基本理念にのっとり，自殺対策について総合

的かつ効果的に実施するため，常総市いのちを支える自殺対策推進本部（以下「推進本部」という。）を

置く。 

（所掌事項） 

第２条 推進本部は，次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 自殺対策基本法第１３条第２項の規定による常総市自殺対策計画の策定に関すること。 

(2) 自殺対策に係る施策の策定及び実施に関すること。 

(3) 自殺対策に係る情報の収集，整理及び提供に関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか，自殺対策の推進に関すること。 

（組織） 

第３条 推進本部は，本部長，副本部長及び委員をもって組織する。 

２ 本部長には市長を，副本部長には副市長をもって充てる。 

３ 委員は，教育長のほか，常総市庁議の設置及び運営に関する規程（平成２０年常総市訓令第１０号）第

３条第１項に規定する庁議構成職員をもって充てる。 

４ 本部長は，推進本部の会務を総理し，推進本部を代表する。 

５ 副本部長は，本部長を補佐し，本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは，その職務を代理

する。 

（会議） 

第４条 推進本部の会議は，本部長が必要に応じて招集し，その議長となる。 

２ 本部長は，必要があると認めるときは，推進本部の会議にその他の職員の出席を求め，その説明若し

くは意見を聴き，又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第５条 推進本部の庶務は，自殺対策を所管する課において処理する。 

（委任） 

第６条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は，本部長が別に定める。 

附 則 

この訓令は，公布の日から施行する。 
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(２)常総市いのちを支える自殺対策推進本部委員 

 役職 氏名 

１ 市長 神達 岳志 

２ 副市長 石井 陽 

３ 教育長 岡野 克巳 

４ 市長公室長 飯泉 真由美 

５ 総務部長 横島 義則 

６ 市民生活部長 秋葉 利恵子 

７ 福祉部長 堀 洋信 

８ 保健衛生部長 植竹 順一 

９ 産業振興部長 川沼 一巳 

10 都市建設部長 小林 寛明 

11 教育部長 森田 修 

12 会計管理者 横田 公恵 

13 議会事務局長 古谷 篤 

令和６年３月 31日現在 
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２ いのちを支えるネットワーク委員会 

(1)常総市いのちを支えるネットワーク委員会設置規程 

（設置） 

第１条 自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号）第８条の規定に基づき，自殺対策について関係者相互

の密接な連携を図るとともに，自殺対策を総合的かつ効果的に推進するため，常総市いのちを支える

ネットワーク委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は，次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 自殺対策に係る課題についての情報の共有に関すること。 

(2) 地域の実情に応じた自殺対策に係る支援体制の整備及び効果的な施策の推進に係る意見交換に

関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は，委員３０人以内をもって組織する。 

２ 委員は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱し，又は任命する。 

(1) 保健，医療，福祉等に関する団体に属する者 

(2) 自殺対策等に関する知識及び経験を有する者 

(3) 関係行政機関の職員 

(4) 市職員 

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が適当と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は，１年とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 補欠による委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１名を置く。 

２ 委員長及び副委員長は，委員の互選によってこれを定める。 

３ 委員長は，委員会の事務を総理し，委員会を代表する。 

４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは，その職務を代理

する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は，委員長が招集し，その議長となる。ただし，第３条第２項の規定による委員の委

嘱又は任命後最初の会議は，市長が招集する。 

２ 委員長は，必要があると認めるときは，委員会の会議に委員以外の者の出席を求め，その説明若しく

は意見を聴き，又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（個人情報の保護） 

第７条 委員は，正当な理由がなく，委員会の業務を通じて知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

委員の職を退いた後も同様とする。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は，自殺対策を所管する課において処理する。 

（委任） 
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第９条 この告示に定めるもののほか，委員会の組織及び運営に関し必要な事項は，委員長が委員会に

諮って定める。 

附 則 

この告示は，公布の日から施行する。 

 

(2)常総市いのちを支えるネットワーク委員会 

 氏名（敬称略） 所属 備考 

1 太刀川 弘和 筑波大学 医学医療系 災害・地域精神医学 医師 アドバイザー 

2 河合 伸念 水海道厚生病院 病院長  副委員長 

3 山口 香里 水海道厚生病院 医療福祉相談室 精神保健福祉士  

4 村井 啓子 ホスピタル坂東 医療福祉相談室 精神保健福祉士  

5 源田 査江子 とよさと病院 医療福祉相談室 精神保健福祉士  

6 梅木 千春 訪問看護ステーション あやめ常総 看護師兼運営責任者  

7 浅野 実成 常総市商工会 事務局長  

8 戸村 康幸 常総公共職業安定所 職業紹介部門 統括指導官   

9 東海林 健史 常総労働基準監督署 署長  

10 齋藤 裕介 常総市地域自立支援協議会 会長（和耕学園長）  

11 瀬髙 欣一 常総市民生委員・児童委員協議会 石下地区会長  

12 中久喜 幸男 常総市民生委員・児童委員協議会 水海道地区会長   

13 細谷 悟志 常総市社会福祉協議会 局長  

14 高橋 和也 常総警察 生活安全課 生活安全係 係長  

15 監物 輝子 つくば保健所 保健指導課 課長  

16 堀 洋信 常総市福祉部 部長 委員長 

17 中澤 千佳子 常総市教育委員会 指導課 課長  

18 島田 聡 常総市市民生活部 市民課  市民サポート室  室長  

19 池田 剛一 常総市市民生活部 人権推進課 課長補佐  

20 齊藤 厚子 常総市福祉部 こども課 子育て世代包括支援センター  

センター長 

 

21 粕田 貴裕 常総市福祉部 幸せ長寿課 地域包括支援センター  

センター長 

 

22 染谷 早苗 常総市保健衛生部 保健推進課 課長補佐  

23 土田 かおる 常総市福祉部 社会福祉課 生活保護支援室 室長  

24 森田 悦子 常総市福祉部 社会福祉課 障がい福祉支援室 室長 事務局兼務 

令和６年３月 31日現在 
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(3)常総市いのちを支えるネットワーク委員会 検討内容 

年度 日程 内容 

令和２年度 R3.3.30 自殺対策啓発パンフレット内容について（書面開催） 

令和３年度 R3.8.16 ゲートキーパー指導者養成研修 

内容：委員各自が自宅等から、茨城県精神保健福祉センター作成の

YouTube視聴による研修 

令和４年度 R5.3.2 ①講義「『精神疾患』と『自殺』について」 

②グループ協議 

 講師：水海道厚生病院 河合 伸念 先生 

令和５年度 R5.7.27 ①第２期いのちを支える常総プラン（自殺対策計画）について 

②グループ協議（市民アンケートについて、ネットワークシートの作成） 

 R5.10.27 ①第２期いのちを支える常総プラン策定のためのアンケートの結果について 

②ゲートキーパー講習 

 講師 筑波大学 医学医療系 教授 太刀川 弘和 氏 

 R5.12.22 第２期いのちを支える常総プラン（常総市自殺対策計画）素案について 
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３ 計画策定の経緯 

年月日 内容 

令和５年７月２７日 第１回 常総市いのちを支えるネットワーク委員会 

・いのちを支える常総プラン（自殺対策計画）策定スケジュール等 

・プラン策定のためのアンケート設問の検討 

令和５年８月～同年９月 常総市いのちを支える常総プラン策定のためのアンケート実施 

令和５年１０月２７日 第２回 常総市いのちを支えるネットワーク委員会 

・いのちを支える常総プラン策定のためのアンケート調査結果報告 

・ゲートキーパー講習  

令和５年１２月２２日 第３回 常総市いのちを支えるネットワーク委員会 

・いのちを支える常総プラン（常総市自殺対策計画）素案の検討 

令和６年１月１２日 常総市いのちを支える自殺対策推進本部 

 ・いのちを支える常総プラン（常総市自殺対策計画）素案の検討 

令和６年２月１日～３月１日 いのちを支える常総プラン（常総市自殺対策計画）に係る意見公募（パブリック

コメント）実施 

令和６年３月 22日 常総市いのちを支える自殺対策推進本部 

 ・いのちを支える常総プラン（常総市自殺対策計画）の承認 
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